
 
独立行政法人通則法（抜粋） 
 
第四章 財務及び会計 
 
（財務諸表等） 
第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失
の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」
という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受け
なければならない。 
２ 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務
省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成
した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告（次条第一項の規定によ
り会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告及び会計
監査報告。以下同じ。）を添付しなければならない。 
３ 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務
諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、
各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 
４ 独立行政法人は、第一項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の
規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
二 電子公告（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
であって総務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供
を受けることができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法を
いう。次項において同じ。） 
５ 独立行政法人が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の主務
省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。 
（会計監査人の監査） 
第三十九条 独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達し
ない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。）は、財務諸表、事業報告書（会計に
関する部分に限る。）及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受
けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、
会計監査報告を作成しなければならない。 
２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員（監事を除く。）
及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 



二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。）
をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方
法により表示したもの 
３ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人に対して
会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の
調査をすることができる。 
４ 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 
５ 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用
してはならない。 
一 第四十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者 
二 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法
人の役員又は職員 
三 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法
人から公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定
する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項及び第三項第二号において同じ。）又は監査
法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 
（監事に対する報告） 
第三十九条の二 会計監査人は、その職務を行うに際して役員（監事を除く。）の職務の執
行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実がある
ことを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 
２ 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査
に関する報告を求めることができる。 
（会計監査人の選任） 
第四十条 会計監査人は、主務大臣が選任する。 
（会計監査人の資格等） 
第四十一条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 
２ 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき
者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第
二号に掲げる者を選定することはできない。 
３ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 
二 監査の対象となる独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監
査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの 



（会計監査人の任期） 
第四十二条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての
財務諸表承認日までとする。 
（会計監査人の解任） 
第四十三条 主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を
解任することができる。 
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 
三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 


